
 

 

 
 

 
平成 24年 7月 30日 

各    位 

東京都千代田区麹町一丁目 4 番地 

松 井 証 券 株 式 会 社 
代 表 取 締 役 社 長   松 井  道 夫 
（ 東 証 ・ 大 証 第 一 部 ： 8 6 2 8 ） 

 

 

NetFx「米ドル/円」のスプレッド改定について 
 
 

松井証券は、平成 24年 8月 6日（月）より、NetFx（店頭外国為替保証金取引）における「米

ドル/円」取引のスプレッド（通常時）を改定し、2銭から 1銭に縮小いたします。 

 
 

【「米ドル/円」のスプレッド（通常時）】 
 

8月6日以降 1銭 

現行 2銭 

※スプレッドは外国為替相場の状況等により、拡大する場合があります。 

（相場の急変時、経済指標の発表時、著しい流動性低下時等） 

 
 

松井証券では、平成 24年 7月 21日より、NetFx専用トレーディングツールである「NetFxト

レーダー」の提供を開始いたしました。また、スマートフォン向けアプリケーションについては、

平成 24年 3月より「FXtouch」の提供を開始しており、お客様から大変ご好評をいただいていま

す。このたび、個人投資家から人気の高い「米ドル/円」取引のスプレッドを 1銭に縮小すること

で、利便性の高いトレーディングツールで快適な取引を行うことができる NetFx を、より多くの

お客様にご利用いただきたいと考えております。 

 
 

松井証券は、今後も個人投資家の利益に資するサービスの拡充に努めてまいります。 

 
 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「NetFxトレーダー」ご利用の際は、必ず当社WEBサイトの「NetFxトレーダー利用規約」をご確認ください。 

※「FXtouch」ご利用の際は、必ず当社WEBサイトの「FXtouch利用規約」をご確認ください。 

※「NetFxトレーダー」の推奨環境については、当社WEBサイトをご確認ください。 

※「FXtouch」の推奨環境については、当社WEBサイトをご確認ください。 

 

http://www.matsui.co.jp/service/pc/fxtool/index.html#dousa
http://www.matsui.co.jp/service/mobile/fxtouch/index.html#requirement


 

 

 
 

 

＜金融商品取引法に係る表示＞ 
 

■ NetFx（店頭外国為替保証金取引）は、金利変動等による通貨の価格の変動、金利差調整額（スワ

ップポイント）の支払により損失が生ずることがあります。また、取引金額が差入れる保証金の額

に比して大きいため、差入れている保証金額を上回る損失が発生することがあります。 

■ 急激に為替価格が変動した場合や、スプレッドの拡大が行われた場合には、ロスカット機能で設定

した価格から大きくかい離した値段で約定する可能性があります。その結果、当初設定していたロ

スカット幅を超えて差入れている保証金額を上回る損失が発生することがあります。 

■ NetFx（店頭外国為替保証金取引）の取引手数料は無料です。ただし、受渡決済手数料は通貨別で

約定通貨数量×6～20円です。 

■ 取引する通貨ペアで、より高金利の通貨を売付ける場合、スワップポイントの支払が発生します。 

※スワップポイントの額は、その時々の金利情勢等に応じて決定されますので、その金額等をあら

かじめ記載することはできません。 

■ 必要保証金は約定代金（日本円）×4%を基準とし、ロスカット設定により増加します。増加額は「設

定したロスカット幅×建玉数量」で計算します。 

■ 取引金額の必要な保証金の額に対する比率は、その時々の為替価格、ロスカット幅の設定等によっ

て異なりますが、最大で 25倍程度になります。 

■ 買注文は売気配を売注文は買気配を参考に約定します。当社の提示する売参考気配と買参考気配は

一致しません。提示する売気配と買気配の価格には差（スプレッド）があります。スプレッドは外

国為替相場の状況等により、拡大する場合があります（相場の急変時、経済指標の発表時、著しい

流動性の低下時等）。 

■ 成行注文には、発注時点に期待した価格と実際の約定価格にかい離が生じるリスクがあります。 

■ 一部、ログインまたは発注ができない時間帯があります。 

■ 取引対象である通貨の金利の変動により、スワップポイントが受取から支払に転じることがありま

す。 

■ 当社またはカバー先の業務や財産の状況が悪化した場合には、お客様が損失を被る危険がありま

す。 

■ 契約締結前交付書面、取引規程等で取引の仕組み、リスクについてご確認いただき、内容を十分ご

理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。 

■ 口座基本料は個人の場合には原則無料です。上場会社、資本金が 1 億円超の未上場会社、宗教・

学校法人等の場合には、年間 31,500円（税込）の特別課金を行う場合があります。ただし、口座

開設月から 1年間は無料とし、過去 1年間に取引がある場合には次の 1年間を無料とします。 

※口座開設後、各種書面の交付方法を電子交付から郵送交付に変更した場合、書面の郵送管理費と 

 して年間 1,050円（税込）をご負担いただく場合があります。 

■ 松井証券株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 164 号／加入協会名 日本証券

業協会、一般社団法人金融先物取引業協会） 
 

 

【お客様からのお問い合わせ先】 【報道関係からのお問い合わせ先】 

口座開設サポート（平日 08:30～17:00） 常務取締役 和里田 聰 

0120-021-906（03-5216-0617） 03-5216-8650 
 


